
令
和
２
年
分　

税
の
申
告（
所
得
税
・
市
県
民
税
）が
始
ま
り
ま
す

　
期
間
中
は
巡
回
会
場
を
設
け
、
給
与
、
年
金
、
農
業
な
ど
の
所
得
者
お
よ
び
還
付
申
告
者
な
ど
の
所
得
税
の
確
定
申
告
お
よ
び
市
県
民
税
申
告
の
相
談
と
受
け
付
け
を
行
い
ま
す
。
期
間
中
、
税

務
課
窓
口
で
の
申
告
相
談
や
受
け
付
け
は
で
き
ま
せ
ん
。
草
津
税
務
署（
所
得
税
の
納
付
や
還
付
が
あ
る
人
）ま
た
は
市
の
巡
回
会
場
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。
す
で
に
税
務
署
へ
確
定
申
告
書
を
提
出

し
た
人
は
、
市
県
民
税
申
告
は
不
要
で
す
。

　
期
間
中
は
、
例
年
、
大
勢
の
人
が
来
場
し
ま
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止
策
と
し
て
、
自
宅
な
ど
に
居
な
が
ら
行
え
る
電
子
申
告
や
郵
送
に
よ
る
申
告
を
検
討
い
た
だ
く
な
ど
、

皆
さ
ま
の
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

申
告
に
必
要
な
も
の

　
（ 

必
要
書
類
な
ど
が
な
い
場
合
、受
け
付
け
で
き
な
い

こ
と
が
あ
り
ま
す
）

・�「
確
定
申
告
の
お
知
ら
せ
」は
が
き（
税
務
署
か
ら
送

付
が
あ
っ
た
人
）

・
印
鑑（
認
め
印
可
）

・
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
写
し（
両
面
）

　
（�

無
い
人
は
通
知
カ
ー
ド
の
写
し
と
運
転
免
許
証
な

ど
の
本
人
確
認
書
類
の
写
し
）

・�

源
泉
徴
収
票（
給
与
所
得
お
よ
び
公
的
年
金
な
ど
の

受
給
者
）

・�

収
支
内
訳
書（
事
業
所
得
、農
業
所
得
、不
動
産
所
得

な
ど
が
あ
る
人
）

　
※�

申
告
時
に
は
、
必
ず
事
前
に「
収
支
内
訳
書
」を
作

成
の
う
え
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。「
収
支
内
訳
書
」

が
無
い
場
合
、申
告
の
受
け
付
け
は
で
き
ま
せ
ん
。

・
生
命
保
険
料
な
ど
の
各
種
証
明
書

・�

身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、
精
神
保
健
福
祉
手

帳
ま
た
は
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書（
障
害
者
控

除
を
受
け
る
人
）

申告が必要かどうかをチェックしよう！ このフローチャートは一般的なケースです。下記以外の所得がある
人など、不明な点がある場合は、市税務課へご確認ください。��

令和２年中（令和２年１月１日～12月31日）に
どのような所得がありましたか

収入なし

申告義務はありません
令和3年度課税（所得）証明などの
発行を受けるには、市県民税の申
告が必要です。国民健康保険加入
世帯の世帯主および加入者は、無
職・無収入でも申告が必要です

給与所得があった

所得税の確定申告が必要

公的年金等所得以外の所得
は２0万円以下ですか

所得税の確定申告
が必要

公的年金等所得以外の所得がありましたか

所得税の確定申告
が必要

市に対して、市県民税申告
が必要
※�損失があり、翌年に繰り
越す場合などは、確定申
告が必要

所 得 税 の
確 定 申 告
が必要

給与の支払いを受けているのは、
1ヵ所のみですか 所得税の確定申告が必要

申告義務はありません
※控除を追加する場合などは、確定申告や市県民税申告をすることができます

市に対して、市県民税申告が必要
※�所得税の控除を追加することで、所得税に還付が
生じる場合などは、確定申告することができます

申告義務はありません
※�控除を追加することなどによって、
所得税の還付が生じる場合は確定申
告ができます。また、確定申告をせ
ず、市県民税の控除を追加する場合
などは、市で市県民税の申告をする
ことができます

市に対して、市県民税申告が必要
※�所得税の控除を追加することで、所得税に還付が
生じる場合などは、確定申告することができます

年末調整をした給与所得以外に、生命保
険の満期返戻金や不動産や農業収入など、
ほかの所得金額はありましたか

給与の年収は２,000万
円以下ですか

給与以外の所得金額は２0万
円を超えましたか

所得税の確定申告
が必要

所得の合計額から所得税の控除合
計額を差し引き、その残額をもと
にして計算した税額が配当控除額
よりも多かったですか

公的年金等の収入額の合計（2ヵ所
以上から受給されている場合はその
合計額）が400万円以下でしたか

所得税の確定申告が
必要な場合があります
①�年末調整をした給与以外の
給与の収入金額
②�給与所得や退職所得以外の
所得金額
の合計額が２0万円を超える場
合は、確定申告が必要です

事業所得(営業や農業)や
不動産所得があった 公的年金等の所得があった 譲渡所得(土地・建物など)

があった

令和３年１月１日に住所があった
市町村に問い合わせをしてください

START
令和３年１月１日現在で、守山市に

住所がありましたか

はい

はい
はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

２
月
15
日（
月
）～
３
月
15
日（
月
）※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く

・�
配
偶
者
の
源
泉
徴
収
票
な
ど
所
得
の
分
か
る
書
類

（
配
偶
者
特
別
控
除
を
受
け
る
人
）

・
国
民
年
金
保
険
料
支
払
証
明
書
ま
た
は
領
収
証
書

・�

医
療
費
控
除
の
明
細
書（
医
療
費
控
除
を
受
け
る
人
）

　
※�

令
和
２
年
中
に
支
払
っ
た
医
療
費
の
領
収
書
な
ど

を
も
と
に
、
必
ず
事
前
に
作
成
し
て
持
参
し
て
く

だ
さ
い
。医
療
費
通
知
を
使
用
す
る
場
合
は「
医
療

費
の
お
知
ら
せ
」を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

・
寄
附
金
受
領
証
明
書（
寄
附
金
控
除
を
受
け
る
人
）

・
株
式
配
当
の
配
当
金
支
払
通
知
書

・�

振
込
口
座
の
分
か
る
も
の（
所
得
税
の
確
定
申
告
で

還
付
を
受
け
る
人
）

自
宅
か
ら
確
定
申
告
を

し
て
み
ま
せ
ん
か

　
所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
場
合
な
ど
で
、
自
宅
で
パ

ソ
コ
ン
な
ど
を
使
用
し
て
確
定
申
告
書
を
作
成
・
提
出

（
電
子
送
信
や
郵
送
）で
き
れ
ば
、
待
ち
時
間
も
か
か
ら

ず
、
感
染
リ
ス
ク
も
避
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

��

ま
た
、
申
告
書
用
紙
は
国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

　
郵
便
や
信
書
便
に
よ
る
送
付
、
ま
た
は
税
務
署
の
時

間
外
収
受
箱
へ
の
投と
う
函か

ん
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
詳
し
く
は
、
国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

い
た
だ
く
か
、
草
津
税
務
署
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

問� �

草
津
税
務
署　
☎（
５
６
２
）１
３
１
5　
市
税
務
課
☎
・
有（
５
８
２
）１
１
１
５　
5（
５
８
３
）９
７
３
８

申
告
期
間

国税庁
ホームページ
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日時 受付自治会名 申告会場
２月

15日（月）
午前 幸津川

中洲会館
午後 幸津川・小浜

16日（火）
午前 立田
午後 立田・新庄・服部

17日（水）
午前 美崎・

北川ﾆｭｰﾀｳﾝ

速野会館
午後 今浜・中野小林

18日（木）
午前 木浜・ﾈｵべﾗヴィ

ｰﾀ守山
午後 中野・べﾙヴィﾀｳ

ﾝ木浜

19日（金）
午前 大門・横江・

弥生の里・金森山柿 市民ホｰﾙ
午後 金森・三宅稲葉・

ｻﾑズ守山

22日（月）
午前 播磨田

河西会館

午後 播磨田・阿比留

24日（水）
午前 小島・川中・

ﾗﾌィｰﾈ守山
午後 布施野・今市・荒見・

笠原・川辺

25日（木）
午前 中・川田・田中・

河西ﾊｲﾑ
午後 喜多・

河西ﾆｭｰﾀｳﾝ

26日（金）
午前 欲賀・森川原

小津会館
午後 杉江・森川原

３月

1日（月）
午前 三宅・山賀

小津会館
午後 大林・山賀

2日（火）
午前 赤野井

地域総合
セﾝﾀｰ

午後 赤野井・石田

３日（水）
午前 矢島
午後 矢島・十二里

4日（木）
午前 千代・阿村・伊勢・

大鳥
エﾙ

セﾝﾀｰ
午後 二町・古高

5日（金）
午前 勝部
午後 今宿・焰魔堂

8日（月）
午前 開発

北公民館
午後 大曲・水保

9日（火）
午前 吉身西町・吉身東

町・ﾚｯｸｽ弐番館

市役所
(大ホｰﾙ)

午後 吉身中町・立入

10日（水）
午前 元町
午後 泉町・本町・梅田町

11日（木）
午前 岡・

グﾗﾝドﾒゾﾝ守山
午後 下之郷・浮気

12日（金）
午前 市内全域
午後 市内全域

15日（月）
午前 市内全域
午後 市内全域

市の申告会場巡回日程表

各会館などを巡回して申告指導を行います
各会館を巡回して申告指導を行います

受付時間
・午前の部：午前９時～11時30分
・午後の部：午後1時～3時30分
○�整理券の配布は、午前の部・午後の部ともに、当日午前8時か
ら行います。

新型コロナウイルス感染拡大防止のためのお願い
●�今年は、会場の混雑緩和のため、受付自治会を細かく割り振っ
ています。都合のつかない人を除き、なるべく割り振られた
時間帯に来場してください。例年より受付時間を広げて実施
しますので、混み合う時間帯を避けてください。

●�午前・午後の受付開始後３0分は、会場に入場できる人数を制
限させていただきます。入場できる人数は当日決定します。

●�会場へは最少人数で来場し、マスクを常時着用してください。
また３７.５度以上の発熱などの症状がある人などは来場を控
えてください。

　下記項目については草津税務署で相談してください。
　また、下記以外でも相談内容が複雑なものは、草津税務署で
の申告をお願いすることがあります。

・ 青色申告
・ 初めて事業所得を申告する人の申告
・ 株式や土地建物などの分離譲渡所得（公共収用を除く）の

申告
・ 総合譲渡（ゴルフ会員権の譲渡など）の申告
・ 初年度の住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）の申告
・ 亡くなられた人の申告（準確定申告）
・令和元年分（平成31年分）以前の申告
・ 繰越損失がある場合の申告
・ 雑損控除を受ける場合の申告
・ 草津税務署から来署案内を受けている人の申告
・ 草津税務署から確定申告書類の送付を受けている事業所

得や不動産所得のある人の申告
・ 収支内訳書の書き方の指

導を受けようとする人
（農業所得を含む）の申告

・ 事業などの収入金額が
1千万円を超える人の申告

・ 相続などに係る生命保険
契約などに基づく年金に
関する申告

市の申告会場では受け付けできない申告があります

守山市女性人材バンクに
登録しませんか

市民参加と協働の
まちづくり推進会議の公募委員募集

　市では女性の市政への参画を積極的に進め、その意
見を反映させるために「守山市女性人材バンク」を設
置しており、市の各種審議会・委員会などの委員の選
任時に「守山市女性人材バンク」の登録情報から必要
な情報提供を行っています。
　登録には特別な資格は必要ありません。「守山市女
性人材バンク」に登録して、皆さまが持つ知識や経験
を生かしてみませんか。
対�市内在住または在勤の満２0歳以上の女性で、市政
に関心や参画意欲がある人
※�本市の一般職の職員（パートタイムの会計年度任用
職員は除く）、常勤の特別職の職員または議会の議
員ではないこと

申�申込書に必要事項を記入しメール、郵送または直接
下記へ提出。申込書は、市ホームページからダウン
ロードできます。

他�委員に就任された場合には、年間３～５回程度の会
議に出席をお願いします。

問�〒524―8585　吉身二丁目5－22
　人権政策課
　☎・有（582）1116　5（582）0539
　  jinkenseisaku@city.moriyama.lg.jp

　市民参加と協働のまちづくりを推進するため設置して
いる「市民参加と協働のまちづくり推進会議」の公募委
員を募集します。推進会議では、市民参加と協働のまち
づくりの進捗状況の検証や新たなまちづくりの手法など
の検討を行います。
任期　4月１日（木）～令和５年３月３１日（金）
対�市内在住、在勤、在学で「市民参加と協働のまちづく
り」に関心と熱意がある人
※�本市の一般職の職員（パートタイムの会計年度任用職員は
除く）、常勤の特別職の職員または議会の議員ではないこと

定�２人程度
申�３月１日（月）までに、「協働による守山市のまちづくりを
進めるための課題および課題解決のための提案」を
テーマに400字程度（様式自由）にまとめ、住所、氏名、電
話番号を記入してメール、郵送または直接下記へ提出。

他�・�会議は年２～３回開催予定です。１回あたり５,000円
程度の報償金あり。

　・�選考の結果は、合否に関わらず、応募者全員に通知
します。

問�〒524―8585　吉身二丁目5－22
　市民協働課　☎・有（582）1148　5（583）3911
　  shiminkyoudou@city.moriyama.lg.jp

各地で申告指導を行っています
市の巡回指導以外にも下記で申告指導を行っています。ぜひ利用してください。

税理士による確定申告の相談・受け付け
　譲渡所得や贈与税、相続税に関する
相談は行いません。
時�２月１8日（木）午前9時３0分～正午、
午後１時～３時３0分
※�混雑状況により早めに相談受付を終了する場合
があります。

所�守山商工会議所�２階�大ホール
対�還付申告をする公的年金等受給者・給与所得者、
住宅借入金等特別控除を受ける人、不動産所得・
事業所得の申告を行う人

無 料

草津税務署での申告
　２月１６日（火）から確定申告作成会場を開設しま
す。２月１日（月）～３月１５日（月）は、草津税務署の駐
車場は利用できません。
◆休日でも申告できます
　２月２１日（日）、２8日（日）は、大津・草津税務署の
合同申告作成会場を大津税務署（大津市京町三丁目
１-１）に開設します。草津税務署では開設しません。
　また、駐車場はありませんので、公共交通機関を
利用してください。
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時日時�所場所�内内容�講講師�対対象�定定員�￥費用�持持ち物�申申込方法�他その他�問問い合わせ�有有線電話


